
Ⅴ．分野別のたたかい

[bookmark: _GoBack]
５．航空職場
（１）第14次第４年度（2023年度）業務整理実施計画（案）について
①　通信調整官の廃止
2018年度にシステムの安定運用を理由に、通信系担当職員（主技専ポスト）が１人削減されました。航空の通信系は専門性が高く、突発的なシステム障害に現業で十分に対応できるものではなく、専門知識を持った担当者が削減された影響は大きく、2020年度には通信調整官が本庁併任となる実質的な削減案が計画されましたが、2019年末の意見書提出などの運動により本庁併任は免れました。
東航（羽田空港）が運用を担当する航空局等への部外機関との接続回線は多岐にわたり、気象データの流通経路も複雑な状況下で気象データの提供を24時間（好天、悪天の天候に関係なく）常に安定した運用を維持することは気象庁として必須の責務であり、万一、重大な障害が発生し、通信担当の不在により復旧対応に遅れるようなことがあれば、東京国際空港の管制・運航管理業務に重大な支障を及ぼす恐れがあります。また、迅速な調査・復旧対応のために、航空局の通信系担当者に対して的確な障害情報の共有や対応依頼を行うケースも想定されます。このため今回の削減計画は専門知識を有し、通信業務の経験を積んだ、かつ、現業業務が可能な通信担当者を配置することを望みます。
②　仙台航空測候所の航空気象観測所への移行
仙台航空の解説業務は東航にすべて移管し、観測業務は委託化、基地官署業務は本庁、技術指導は仙台管区が行っています。
解説業務及び予報業務が移管された、東航ではTAFが13空港（東北分５空港）、非TAF（時系列情報）が６空港（東北分３空港）、地域航空気象解説報（東北地域）や飛行場気象解説情報（東北分３空港）も受け持つことになり、かなり厳しい現業業務を何とか熟している状況です。
この観測所化により、仙台管内には航空気象官署が皆無になったため、航空気象関係の研修の対象となる官署も無くなり、航空気象業務を全く関心を持たない職員が増加することにつながる懸念があり、当局へ仙台管内での航空気象関係の研修への参加や仙台管内から他の管区へ異動した航空気象業務に携わる職員が仙台管内に再び異動が可能となるように要望する必要があります。
　③　基地気象官署業務の一部集約
今般のコロナ禍にくわえて、今後休職者が出れば、現業のやりくりや計画的な年休消化に問題が出てきます。
　④　中部航空の暫置要員の解消
当番編成が難しい状況のなか、暫置要員をふくめて、当番を維持しています。３人が削減されれば、年休や夏休の取得に支障が出てきます。
（２）今後の航空気象業務について
　　飛行場予報業務でいえば、空港規模等に応じた気象情報の提供や統合等、TAFの作成作業の効率化、空港関係者や運航管理者への解説業務の強化があげられます。
空港規模等に応じた気象情報の提供や統合等では空港を３つに分類し規模に応じた気象情報を提供する計画です。
○主要空港
（新千歳、羽田、関西、福岡、那覇、成田、中部）
離着陸回数が非常に多く、悪天時には航空機の運航や航空交通流に大きな影響が生じる空港で既存の気象情報にくわえて予測情報の充実を図る。
○一般空港（主要空港を除いたTAF対象空港）
　　基本的にTAF等の現行の情報提供を維持。
○その他の空港（上記以外の空港）
飛行場時系列情報の自動化・高頻度化（１日２回から４回、飛行場カテゴリー予想は廃止し、飛行場時系列情報に統一。TAFの作成作業の効率化では、アデス（気象情報伝送処理システム）の高機能化（AIの活用）や作業手順の見直しをはかり、これまで、１人３空港までだったTAFの作成・発信を今後は１人５空港まで実施。
　空港関係者や運航管理者への解説業務の強化で
〇各航空気象官署における現地の空港関係者への解説業務について
主要空港を中心としたサブシナリオ（補足解説）等の解説や、台風等に関する数日前の説明会などに力点をシフトして気象解説の改善・強化をはかっていく。昨今のオンライン会議の普及もふまえ、自空港だけでなく、管内に所在する空港を対象としたオンラインによる解説の強化も検討。
〇今後の航空気象予報業務の実施体制について
主要空港の飛行場予報業務は、新千歳、東京、成田、中部、関西、福岡、那覇の各航空気象官署がTAF、TREND、飛行場警報、飛行場気象情報及び飛行場気象解説情報の作成・発表を行うほか、解説体制強化を検討のうえ、空港内の航空関係者への能動的な気象解説を一元的に実施。
〇主要空港以外の飛行場予報業務について
本庁に新たに設置する航空予報東センター、西センター（仮）が実施する。東センターは札幌、仙台及び東京の各管区の管内に所在する空港を、西センターは大阪、福岡、沖縄の各管区等の管内に所在する空港のTAF、飛行場警報、飛行場気象情報、飛行場気象解説情報の作成・発表をそれぞれ担当する。これら各空港関係者に対する気象解説は、本庁空域予報班と連携をはかりつつ各航空気象官署がオンラインで実施することを検討。 航空予報センターの設置場所は、東センターは東京国際、西センターは関西国際の各空港にそれぞれ設置する。東・西センターへの体制移行時期は、１人５空港までの予報作業後のタイミングとする（移行スケジュールによると2025年度の予定）。
このように、今後は大幅に航空気象業務の内容や業務体制が変更となることが予想されます。これらの根底にあるのは、人員削減ときびしい予算事情があり、果たしてスーパーコンピュータや航空気象観測システム等の高機能化、AIの活用等で短期間の準備期間でカスタマーが必要とする精度の良い予報や情報を一人で５空港分作成・発表ができるのか疑問です。また、危機管理の面でも東センターか西センターどちらかが業務継続ができなくなった場合、業務代行の空港数がかなりの数になり果たして適切な業務代行ができるのか懸念されます。拙速な体制移行をさせないよう監視していく必要があります。
（３）航空各分会の現状と課題
2022年５月に当局から「今後の航空気象業務について」の説明があり、今後の方向性が示されました。結論からいえば、「今後も航空気象サービスの維持や高度化をはかっていくことが重要であるが、そのためには限られた要員やきびしい予算事情のなかで、マンパワー（限られた要員）とスーパーコンピュータ等のインフラ（社会的基盤）のベストミックス（複数の手段を組み合わせ）をはかり、航空気象業務の見直しをはかっていく必要がある。」とのことです。後述する当局の「今後の航空気象業務について」の説明のように、主要空港において航空情報や解説体制を強化するのであれば、TAF作成発表は現地空港で実施すべきで、元の体制に戻すべきです。
航空の職場内では、航空気象事業の先が見えないとの声もあがっています。年々増加する航空機の需要に対応して、管制空域の再編や、新型コロナで需要が落ちているものの、解消後には国際便等の増便も懸念されており、職員を削減し、質の低下が懸念される遠隔TAFをわざわざ実施することに道理も合理性も見られません。組合未加入者への聞き取りもふまえて、今後も職場要求をまとめていく必要があります。
①　羽田分会
羽田空港においては2020年に新たな進入方式が導入され、進入経路に対する詳細な解説が求められるようになりました。また、飛行場予報を１人の当番者が３空港分を担当（３TAF）しています。３TAFを実施している職場は悪天時にTAFAMDや飛行場警報・情報等の発表が複数空港で重なる等、業務輻輳となり煩雑な作業が強いられることも多く、心身ともにきつい状況となっており、相当の無理を押して運用されています。また、当番ごとに異なる空港グループを担当し、相互チェックも行うため、担当する全空港（羽田の場合、非TAF（時系列情報）空港を含め11空港）の気象特性や地域特性を理解する必要があり、習熟に苦慮しており、特に新任者や航空未経験者にとっては勤務がしづらい職場となっています。このような、現役職員でさえ大変な気力や体力を要するきびしい職場でありながら、昨今では現業各班に複数人の再任用者が配置される実情にあり、職員の健康面も心配されています。これらの課題については、技術面や労働条件面及び、航空事業の安全面などの検証から改善要求を構築のうえ、当局を追及する必要があります。
2019年３月からは成田・中部空港の予報業務の一部が羽田空港に移管され、１シート増になりましたが、ともに国際空港（中部航空は24時間運用）であることから、これまでの遠隔空港とは比較にならないほど、重要度や困難度が高くなっています。当局は空港の大小に関係なく３TAFは実施可能であると明言していますが、他の遠隔空港と比較すると、AMDの回数は突出して多くなっています。これは管制官からの問い合わせや解説をともなうため、他の遠隔空港とは明らかに違う運用形態であることから当然の結果であるといえます。成田または中部空港の業務の輻輳により他の担当空港の監視業務が手薄になり、適切な予報業務の運用に支障をきたすこともあります。現段階では予報担当者の不断の努力により大きな問題点の報告はありません（ただし、QMS事例は増加傾向）が、成田・中部空港の担当者との予報業務のすり合わせにはTV会議システムを利用していることもあり、非常に多くの時間と労力を費やしています。運用から約３年が経過しましたが、特に悪天時には、成田・中部空港から頻繁な対応を求められる結果、担当する他空港の対応が後回しになるなど、全く問題がないとはいえない状況となっています。
②　成田分会
2022年度から自動化が導入されました。当初は航空局の管制組合側から反対もあり問題点を成田分会と調整のなか、当局からの圧力により、航空局側が無理やり納得させられた形となりました。また、成田空港の観測自動化については、当局が各関係機関に事前説明を行いましたが、説明不足もあってか自動化開始直後に航空会社から、固形降水種別についてあらためて確認があり納得できない点もありました。
また、成田は2023年度の導入にむけ観測・予報の現業を１フロア化がすすめられています。今後、中部を参考に問題点を当局側と詰める予定です。
③　中部分会
2022年度から観測・予報の現業を１フロア化し一体的に運用を開始しました。今後、その他の航空気象官署もこの導入にむけた検討がすすめられるのは確実であり注意が必要です。また、11月下旬には分会員１人が現業中に倒れ、現在は病休となっています。今も当番調整が難しいなか、予報要件の縛りもあり１フロア化にしても交代当番者の制約もあります。残置解消計画もありますが、早急の増員を求めます。
（４）航空気象観測装置の機器更新・完全自動化
2016年度から航空気象観測システム（AIMOS）への更新整備がはじまり、2021年度に全75空港（休止空港６空港を除く）のうち70空港の整備（屋内のみの更新も含む）がすすめられています。AIMOSは初期障害が多いシステムでしたが、2017年度末に改修して以降は安定運用しています。観測機器類の更新自体は、私たちが長年要求してきたものであるため、計画について一定の評価はできますが、その一方で、観測・通報作業を職員の手を介さないで行う「自動化」がすすめられています。2021年度までに15空港（壱岐、喜界、徳之島、与論、南大東、北大東、与那国の７空港で24時間、大阪国際、奄美、新石垣では一部時間帯（夜間早朝）、気象官署では関西、福岡、成田、中部、那覇で一部時間帯（夜間早朝））で完全自動化となりました。「今後の航空気象業務について」によると、当局はこれらの空港の実績をふまえて全国に自動化を拡大するとしており、2023年度までにさらに14空港の自動化、その後も自動化導入空港を拡大していくとのことです。しかし、成田空港でもありましたが、降雪種別の判別や発雷の誤検知など難しい課題も残ります。これに対し短期的な取組として、航空会社から、固形降水種別の情報の取得・活用方法をあらためて確認、現状の技術を活用することで導入拡大ができないか 中長期的な取組として、判別技術向上をはかることを目的としたAIの活用可能性の検討をすすめるとし、自動化を推し進めようとしています。見切り発車の自動化拡大にならないよう、注視していくことが必要です。
航空観測関係では、毎年のように整備が行われ、担当する部署では負担が非常に大きくなっています。業務の特殊性から、各種の整備関連作業や点検作業等は航空機の運航がない夜間になることが多く、対応にかかる身体的な負担は、管理官署職員、本庁職員の健康にも影響を及ぼしかねない状況です。また、機器の障害には即時的な対応が求められ、作業にあたる職員の精神的負担も非常に高い状況となっています。
航空気象観測業務は、過酷であり今後希望する人も少なくなることが懸念されます。このままでは、技術の継承もままならなくなるおそれさえあります。私たち労組として、これまでも航空事業の重要性や業務の困難性、特殊性を訴え、人員を増やすよう主張を続けてきましたが、なかなか要求が叶わない状況にあります。現業部門も然ることながら、とりわけ官執者の負担が増し、長時間過密労働によって、体調を崩す人が出ている状況です。全体をとおし、業務量に見合うだけの人員が不足していることは明らかであり、問題の根本的解決にむけた人員増が喫緊の課題です。
（５）航空気象観測通報業務の民間委託について
民間委託化は従来の委託方式とは異なり、委託観測員が自身で行った観測結果を基地官署職員のチェックを経ないまま、直接航空ユーザーに通報するため、航空機の安全運航の観点から問題は非常に大きいと考えます。航空機の安全運航には、現地空港の気象状況をきめ細やかに把握することが必要であり重要です。特に悪天時には、時々刻々と変わる気象状況を正確に観測する必要があることから、民間の委託観測員で対応することはきびしいといわざるを得ません。これまでに民間委託化された空港の委託観測員は、気象庁のOBの方もおられますが、航空気象観測の経験のない人もおり、半年程度のOJTを受けたとしても経験不足は明らかで、航空気象観測の重要性を考えると問題は深刻です。また、委託業者は毎年競争入札で決まるため、同一業者が次年度以降も継続的に請け負うとは限りません。委託業者が変更になると観測員も総入れ替えとなるため、観測員の技術水準の維持が困難となります。このため、当庁職員を再配置し航空気象観測業務を維持継続すべきと考えます。地域の航空気象解説業務を行う体制が不十分で、基地官署からの遠隔解説ではこれまで現地空港で行ってきたきめ細やかな解説ができなくなり、サービスの低下になると考えます。また、現地空港の気象観測装置の障害対応についても、委託観測員のみの対応は難しく、基地官署から指示を与えて対応することになり、基地官署職員の負担が大きくなっています。すでに民間委託化された空港では、上記のとおり、民間の委託観測員への研修と観測・測器技術の継承に課題があり、基地官署職員の負担増大が懸案事項となっています。これらの問題点等を明確にし、これらの解決にむけ、引き続き気象庁当局を追求していく必要があります。
（６）航空安全推進連絡会議
安全会議では、毎年、航空機の安全運航に関する各分野の要請をまとめ、関係省庁に要請を行っています。気象庁に対しても2021年５月26日に例年より規模を縮小して実施し、航空気象管理官に、拙速な自動観測への切り替えはやめるように要請しました。これに対して、技術的担保をしながらすすめたいとのことで、自動観測・通報は避けられないとの回答になりました。また、低層の風情報の拡充を要請したところ、ドップラーレーダーを活用した情報が発表できないか、技術開発をするとの回答があり、さらなる航空の安全航行に寄与する情報の発表を要請していく必要があります。観測機器更新では、パイロットから要望が強い積雪計の設置については「今年度は新たな整備計画はありませんでした。ただし、今後も可能な限り設置に努力をしたい」との回答があり、今後具体化をさせることが必要です。
本来は気象庁職員が精度の高い観測をすべきですが、現在観測を委託している観測所のデータについては、今期は大きな問題は生じていませんが、引き続き問題があれば至急対応してくれるように要請しました。
安全会議では「航空安全集会」を全国で開催しています。今年本部では、コロナ禍のため開催を見送りましたが、近くの支部が開催する航空安全集会への参加を呼びかけました。
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